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統括管理する者（事業場トップ）に調査

等の実施を統括管理させること。

イ　事業場の安全管理者、衛生管理者等に

調査等の実施を管理させること。

ウ　安全衛生委員会等（安全衛生委員会、

安全委員会又は衛生委員会をいう。）の

活用等を通じ、労働者を参画させること。

エ　調査等の実施に当たっては、作業内容

を詳しく把握している職長等に危険性又

は有害性の特定、リスクの見積り、リス

ク低減措置の検討を行わせるように努め

ること。

オ　機械設備等に係る調査等の実施に当

たっては、当該機械設備等に専門的な知

識を有する者を参画させるように努める

こと。

(2) 事業者は、(1) で定める者に対し、調査

等を実施するために必要な教育を実施する

ものとする。

５　実施時期

(1) 事業者は、次のアからオまでに掲げる作

理する者」には、総括安全衛生管理者、統

括安全衛生責任者が含まれること。また、

総括安全衛生管理者等の選任義務のない事

業場においては、事業場を実質的に統括管

理する者が含まれること。

(3) 指針の４(1) イの「安全管理者、衛生管

理者等」の「等」には、安全衛生推進者が

含まれること。

(4) 指針の４(1) ウの「安全衛生委員会等の

活用等」には、安全衛生委員会の設置義務

のない事業場において実施される関係労働

者の意見聴取の機会を活用することが含ま

れるものであること。

　また、安全衛生委員会等の活用等を通じ、

調査等の結果を労働者に周知する必要があ

ること。

(5) 指針の４(1) エの「職長等」とは、職長

のほか、班長、組長、係長等の作業中の労

働者を直接指導又は監督する者がこれに該

当すること。また、職長等以外にも作業内

容を詳しく把握している一般の労働者がい

る場合には、当該労働者を参加させること

が望ましいこと。

　なお、リスク低減措置の決定及び実施は、

事業者の責任において実施されるべきであ

るものであることから、指針の４(1) エに

おいて、職長等に行わせる事項には含めて

いないこと。

(6) 指針の４(1) オの「機械設備等」の「等」

には、電気設備が含まれること。

(7) 調査等の実施に関し、専門的な知識を必

要とする場合等には、外部のコンサルタン

トの助力を得ることも差し支えないこと。

５　実施時期について

(1) 指針の５は、調査等を実施する時期を規


